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弁護士不足の地域に貢献する

矢部　西村所長が弁護士を目指されたき
っかけから教えてください。
西村　弁護士を目指したのは、『評決の
とき』という映画を見たことがきっかけ
です。黒人差別をテーマに刑事裁判を描
いた作品で、その最終弁論のシーンに、
非常に感銘を受けたのを覚えています。
言葉の力で人を救うことができる弁護士
に、強く引かれたんです。
矢部　言葉で人を救う仕事として、魅力
を感じたのですね。弁護士になるまでの
道のりについてもぜひ教えてください。
西村　大学の卒業論文に取り組んでいた
際には、「弁護士の足りない地域が多く
あり、そのことによる弊害も生じてい

る」という、いわゆる弁護士過疎化問題
に触れました。そのことから、地方で働
きたいという思いが募り、最初は福岡市
の法律事務所に就職したんです。3年ほ
ど経験を積んだタイミングで、弁護士の

数が不足している地域での開業をバック
アップしてくれる「ひまわり基金」とい
う弁護士会の制度にサポートいただき、

「豊前ひまわり基金法律事務所」の所長
に就任しました。そして3年後に「豊前

総合法律事務所」に屋号を変更して個人
事務所化しました。弁護士会のバックア
ップから卒業して再スタートすることに
なったんです。
矢部　なるほど。弁護士が不足している
地域を支えたいというお気持ちから、豊
前市での開業を選ばれたのですね。
西村　ええ。豊前市をはじめとする豊築
地域は、これまで40年にわたって常駐
の弁護士がいない状態が続いていたらし
く、その現状を変えたかったんです。
矢部　事務所を構えるうえで大事にされ
ている信念のようなものはありますか？
西村　私が最も大切にしているのは、

“永続性・継続性”です。例えば、いく
ら骨をうずめる覚悟で力を尽くしても、
私がいなくなれば、再びこの地域のリ
ーガルサービスが途絶えてしまいます。
だからこそ、私が死んでからも、この
事務所を残していきたいという思いで、
2025年に法人化したんですよ。

『地方維新塾』で企業を支援

矢部　弁護士の少ない地域ということ
で、たくさんのご依頼に応えていらっし
ゃることと思います。
西村　ええ。当事務所では、交通事故な
どのトラブル解決、相続や終活相談、そ
して企業顧問をメインにしております。
中でも意識して取り組んでいるのは、事
前対策です。予防をしっかりとすること
で後々トラブルが生じず、関わる皆が幸
せになれる―そうしたサービスを追求

したいですね。また、2026年5月から
は、『地方維新塾』という中小企業経営
者や幹部の方向けのコミュニティも展開
していて、今後は特に力を入れていくつ
もりです。
矢部　ぜひ、『地方維新塾』について詳
しく教えてください。
西村　私は弁護士である一方、経営者で
もあります。『地方維新塾』では、私が
これまで培ってきた経験を生かして、地
方で企業様が成長していくために必要な
ことをお伝えできるような場を提供した
いと思っています。経営者の方や幹部の
方が集まるコミュニティをつくること
で、人と人をつなぐビジネスマッチング
にも対応し、将来的には事業承継やM＆
Aなども含め、さまざまな地方の課題を
解決したいと考えているんです。
矢部　孤独に戦う経営者の方々にとっ
て、西村所長のように頼れる方がそばに
いると非常に心強いと思いますよ。
西村　ありがとうございます。現実問題
として中心部と比べると、地方はどうし
ても情報が少なく、法律上必要な書面
や、トラブル予防のための書面などの作
成を疎かにしてしまっている経営者の方
も多いんです。ですから『地方維新塾』
では、そうした法務格差をなくすべく、
皆様に正確かつお役に立てるような情報
をお伝えしたいと思っています。
矢部　西村所長は、まさに地域のヒーロ
ーですよ。やりがいも大きいのでは？
西村　そうですね。弁護士の仕事は、依
頼者様あってのものだと思っているの

『地方維新塾』で中小企業支援に注力
地域のお困りごとを解決する法律事務所

『地方維新塾』で地域のコミュニティをつなぐ

『地方維新塾』では、地方と都市部の情報格差をなくす
べく、中小企業の経営者や幹部のためのセミナーを開催。

「気軽に相談できる専門家が身近にいない」「何が適切
な対応なのか判断に迷う」などの悩みを解消し、実務で
の正しい対処法を学ぶことが可能だ。また、『地方維新
塾』はコミュニティとしての機能も果たしており、人と人と
をつなぐビジネスマッチングを通じて、将来的には事業承
継やM＆Aなど、地方企業だからこそ生じる課題を解決す
る場などの幅広い活用を目指している。

Focus on the topic

地域の支えになるため、全力を尽くす西村所
長。お話をうかがい、「多くの人を救いたい」
という純粋なお気持ちがはっきりと伝わってきま
した。誰よりも親身になって寄り添ってくださる
所長に、依頼者さんも大きな安心感を抱いてい
ることでしょう。ぜひ今後もコミュニティでのつ
ながりを通じて、企業の発展を皮切りに地域を
元気にしていってください！

Guest Comment

で、お困りごとを取り除き、喜んでいた
だいた時に一番やりがいを感じます。ま
た、全工程に対応しますので、依頼者様
の声を直接いただけることも、大きな喜
びにつながっていますね。
矢部　今後についてはいかがですか？
西村　この地域で私のできるリーガルサ
ービスを届けたいと思っているので、小
さく、そして強く成長していきたいです
ね。貢献のパイを広げるための施策を練
り、地域の受け皿として精進していくつ
もりです。また、個人的なビジョンとし
て、この地域で実現してきたノウハウを
発信することで、他の地域にも前向きな
流れを波及できれば嬉しいです。
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弁護士の不足する地域にリーガルサービスを提供するべく、福岡県豊前市に根差す「弁護士法人豊
前総合法律事務所」。「地域の企業様、地域を元気にしたい」と語り、クライアントに対して全力を
尽くす弁護士・西村幸太郎氏の思いに、タレントの矢部美穂さんが迫るインタビュー。
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